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再

掲

○
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

一

○
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

八

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

九

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

常

盤

洋

一

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
四
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
の
見
出
し
中

｢

再
度
の
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
及
び｣

を

｢

育

児
休
業
に
係
る｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

育
児
休
業
等
に
よ
り｣

を

｢

育

児
休
業
に
よ
り｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
四
条
の
二
第
一
号
中

｢

育
児
休
業
法｣

を

｢

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成

三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下

｢

育
児
休
業
法｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中

｢

育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い

場
合
に
再
度
の
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
及
び｣

を

｢

育
児
短
時
間
勤
務

に
係
る｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
一
条
の
二
第
二
項｣

を

｢

第
一
条
の

二｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
八
条
後
段
を
削
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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様式第１号 (第１条の２､ 第５条関係)

育 児 休 業 等 計 画 書

（任命権者） 提出年月日 年 月 日

殿
所 属

職 名

氏 名 印

福岡県職員の育児休業等に関する条例第３条第４号又は第１１条第５号の規定に基づき、再度の
育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児休業等の計画について下記の
とおり提出します。
なお、下記の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。

１ 請 求 の 別 □ 育児休業 □ 育児短時間勤務

２ 請求に係る子

子 の 氏 名 生 年 月 日 年 月 日生

３ 請求者の計画

請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再度の請求予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

４ 備 考

（注） ① 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に（変
更の届出の場合は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく）提出するものとする。

② 「請求期間」欄には、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請
求期間を記入すること。

③ 子の出生前に提出する場合は、「２ 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行
うこと。

④ 変更の届出の場合は、１から３までの記載事項のうち変更する箇所のみ記入すること。
⑤ 該当する□にはレ印を記入すること。
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様式第２号 (第２条関係)
様式第２号（第２条関係）

育 児 休 業 承 認 請 求 書

（任命権者） 請求年月日 年 月 日

殿
請求者 所 属

職 名

氏 名 印

育 児 休 業 の 承 認下記のとおり を請求します。育児休業の期間の延長

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

生 年 月 日 年 月 日生

□ 育 児 休 業 の 承 認 □ 育児休業の期間の延長

２ 請 求 の 内 容
□ 再度の育児休業の承認 □ 再度の育児休業の期間の延長
（再度の育児休業又は育児休業の期間の延長が必要な事情を記入）

３ 請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

４ 既に育児休業 年 月 日から 年 月 日まで

を し た 期 間
年 月 日から 年 月 日まで

５ 備 考

（注） ① この請求書（育児休業の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求者との続
柄及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出
済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。

② 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、｢１ 請求に係る子
」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

③ ｢５ 備考」欄には、(ア)請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該請求に係る子の
出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇（福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する規則
（平成１０年福岡県人事委員会規則第５号）第１６条第１項第７号に掲げる場合における休暇をいう。
）により勤務しなかった職員を除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除く
。）においては、その氏名、請求者との続柄及び生年月日を、(イ)請求に係る子が養子の場合において
は、養子縁組の効力が生じた日を、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けてい
る場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等を記入する
こと。

④ 該当する□にはレ印を記入すること。

職 名 受理年月日 年 月 日
決 決裁年月日 年 月 日

□ 承認 □ 不承認
裁

印
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様式第３号 (第４条､ 第８条､ 第12条関係)

養 育 状 況 変 更 届

（任命権者） 年 月 日届出

殿
所 属

職 名

氏 名 印

育 児 休 業
次のとおり 育児短時間勤務 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。

部 分 休 業

□ 育児休業等に係る子が死亡した。

□ 育児休業等に係る子と離縁した（養子縁組の取り消しを含む。)。

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった。

□ 同居しなくなった。 □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった。

□ その他（ ）

□ その他（ ）

発生日

年 月 日

(注) 該当する□にはレ印を記入すること。
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様式第４号 (第７条関係)

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書

（任命権者） 請求年月日 年 月 日

殿
請求者 所 属

職 名

氏 名 印

下記のとおり 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を請求します。育児短時間勤務の期間の延長

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

生年月日 年 月 日生

□ 育児短時間勤務の承認 □ 育児短時間勤務の期間の延長

２ 請求の内容 □ 再度の育児短時間勤務の承認 （再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入）

３ 請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

週 時間 分勤務
４ 勤務の形態 □ 第１号 □ 第２号 □ 第３号

（地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第１項 の勤務の形態）□ 第４号 □ 第５号

勤務の日 月（ ： ～ ： ） 火（ ： ～ ： ）
及 び 水（ ： ～ ： ） 木（ ： ～ ： ）
時 間 帯 金（ ： ～ ： ）

５ 既に育児短 年 月 日から 年 月 日まで
時間勤務を
し た 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

６ 備 考

（注） ① この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、請求者と
の続柄及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生
届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。

② 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る子
」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

③ 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難い場合には、
「６ 備考」欄に必要な事項を記入すること。

④ 「６ 備考」欄には、（ア）請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合においては、その氏
名、請求者との続柄及び生年月日を、（イ）請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生
じた日を、（ウ）請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合においては
、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等を記入すること。

⑤ 該当する□にはレ印を記入すること。
職 名 受理年月日 年 月 日

決 決裁年月日 年 月 日
□ 承認 □ 不承認

裁
印



様
式
第
五
号
の

(

表)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第５号 (第11条関係)

部 分 休 業 承 認 請 求 書

（任命権者） 請求年月日 年 月 日

殿
請求者 所 属

職 名

氏 名 印

下記のとおり部分休業の承認を請求します。

氏 名

１ 請求に係る子 続 柄

生 年 月 日 年 月 日生

期 間 時 間

２ 請 求 期 間 年 月 日から □毎 日 午前 時 分～ 時 分

及 び 時 間 年 月 日まで □その他( ) 午後 時 分～ 時 分

年 月 日から □毎 日 午前 時 分～ 時 分

年 月 日まで □その他( ) 午後 時 分～ 時 分

３ 備 考

（注） ① この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（
医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署
が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。

② 部分休業の承認が、職員からの請求に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入
すること。

③ 該当する□にはレ印を記入すること。

職 名 受理年月日 年 月 日
決 決裁年月日 年 月 日

□ 承認 □ 不承認
裁

印



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

常

盤

洋

一

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
五
を
削
る
。

第
十
条
の
六
の
前
に
見
出
し
と
し
て

｢
(

育
児
を
行
う
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
制
限
の
請
求
手
続
等

)
｣

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項｣

の
下
に

｢
又
は
第
三
項｣

を
加
え
、
同

項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
期
間
と
が
重
複
し

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項｣

の
下
に

｢

又
は
第
三
項｣

を
加

え
、

｢

同
項｣

を

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

条
例
第
九

条
の
三
第
二
項｣

の
下
に

｢

又
は
第
三
項｣

を
加
え
、
同
条
を
第
十
条
の
五
と
す
る
。

第
十
条
の
七
第
一
項
中

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項｣

の
下
に

｢

又
は
第
三
項｣

を
加
え
、
同
項
第

四
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項｣

の
下
に

｢

又
は
第
三
項｣

を
加
え
、

｢

同
条｣

を

｢

こ
れ
ら｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

子
が｣

の
下
に

｢

、
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は｣

を
加
え
、

同
条
を
第
十
条
の
六
と
す
る
。

第
十
条
の
八
中

｢

、
第
十
条
の
五
並
び
に
前
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

｣

を

｢

並
び
に
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号｣

に
、

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
三
項｣

を

｢

条
例
第

九
条
の
三
第
四
項｣

に
、

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
一
項

及
び
第
三
項｣

に
改
め
、

｢
｢

介
護｣

と｣

の
下
に

｢

、

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
項｣

と
あ
る
の
は

｢

条
例
第
九
条
の
三
第
三
項｣

と｣

を
、

｢

消
滅
し
た｣

と｣

の
下
に

｢

、
第
十
条
の
五

第
一
項
中

｢

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係

る
期
間
と
が
重
複
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
あ
る
の
は

｢

な
ら
な
い｣

と｣

を
、

｢

第
三
号
ま
で｣

と｣

の
下
に

｢

、

｢

こ
れ
ら｣

と
あ
る
の
は

｢

同
条
第
三
項｣

と｣

を
加
え
、
同
条
を

第
十
条
の
七
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
十
五
号
中

｢

含
む
。)

の
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
看
護
を
行
う
た
め｣

を

｢

含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
看
護

(

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世

話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
を
行

う
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め｣

に
、

｢

複
数
の
当
該
子
を
有
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
六
日｣

を

｢

そ
の

養
育
す
る
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日｣

に
改

め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

職
員
が
、
条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者

(

以

下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

要
介
護
者｣

と
い
う
。)

の
介
護
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
世
話

を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日

(

要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日)

の
範
囲
内
の
期
間

第
十
六
条
第
二
項
中

｢

第
十
八
号｣

を

｢

第
十
九
号｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
十
九
号｣

を

｢

第
二
十
号｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
三
号｣

を

｢

第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
四
号｣

に

改
め
る
。附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
使
用
さ
れ
た
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規

則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
五
号
の
休
暇
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

� � � � ���������� �	� 
���� ��� �



等
に
関
す
る
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
十
五
号
の
休
暇
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

事

務

局

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

常

盤

洋

一

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程

(
平
成
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
給
与
公
平
課
の
項
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

� � � � ���������� �	� 
���� ����

課名

項

事

項

一

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号)

に
基
づ
く
次
の
事
務

課 平 公 与 給

１

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
お
い
て
七
時
間

四
十
五
分
の
勤
務
時
間

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

あ
っ
て
は
、
一
日
の
平
均
勤
務
時
間)

が
割
り
振
ら
れ
る
日
を
定
め
る
こ
と
。

２

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
お
い
て
職
員
の
申
告
ど

お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
場
合
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

３

第
三
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
お
い
て
勤
務
時

間
の
割
振
り
の
変
更
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

４

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
お
い
て
勤
務
時
間
の
申

告
簿
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

５

第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
休
憩
時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
勤
務

を
定
め
る
こ
と
。

６

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
の
行
事
が
行
わ
れ
る
日
で
正
規
の
勤
務
時
間
に

お
い
て
職
員
に
宿
日
直
勤
務
と
同
様
の
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
日
を
指
定
す
る

こ
と
。

７

第
十
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
の
手
続
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

８

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
休
日
の
代
休
日
の
指
定
の
手
続
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
。

９

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
を
定
め
る
こ
と
。

10

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
再
任
用
職
員
及
び
任

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
を
定
め
る
こ
と
。

11

第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
年
次
休
暇
に
つ
い
て
、
職
員
と
し

て
在
職
し
て
い
た
と
同
等
の
取
扱
い
を
す
る
法
人
に
準
ず
る
法
人
と
認
め
る
こ
と
。

12

第
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
使
用
し
た
年
次

休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の
日
数
が
明
ら
か
で
な
い
者
の
年
次
休
暇
の
日
数
を
定
め
る
こ

と
。

13

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
年
次
休
暇
の
単
位
を
別
に
定
め
る
こ
と
。

14

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
年
次
休
暇
の
単
位
ご
と
の
使
用
方
法
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
。

15

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
病
気
休
暇
の
期
間
が
百
八
十
日
と
な
る
疾
患
を

定
め
る
こ
と
。

16

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
に
お
い
て
活
動

の
対
象
と
な
る
施
設
を
定
め
る
こ
と
。

17

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
に
つ
い
て
列
記

さ
れ
た
活
動
以
外
の
活
動
を
承
認
す
る
こ
と
。

18

第
十
六
条
第
一
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
出
産
補
助
休
暇
が
認
め
ら
れ
る
期
間

を
定
め
る
こ
と
。

19

第
十
六
条
第
一
項
第
十
九
号
の
規
定
に
よ
り
、
夏
季
休
暇
が
認
め
ら
れ
る
期
間
を
定

め
る
こ
と
。

20

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
休
暇
の
要
介
護
者
に
つ
い
て
、
事

実
上
父
母
及
び
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
定
め
る
こ
と
。

21

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
勤
務
の
制
限
又
は
休
暇
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
。


